
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                                              

■第８期介護保険事業計画に伴い 
…日本の高齢化率の上昇により 2000 年にスタートし
た介護保険制度。日本では高齢化率（総人口に占める
65 歳以上人口の割合）が 5.7%だった 1960 年代に老人
福祉制度が始まり、1970 年代には老人医療費無料化が
実施されました。しかしその後、社会的入院や寝たき
りとなる高齢者が増えてきたことが問題化。そのため、
医療費の高騰も起こってしまいました。そして 1980
年代には高齢化率も 1 割にせまる 9.1%に。医療は必要
ではないが、生活の支援（介護）が必要な人の長期入
院が増加して、病床が足りない事態が発生しました。
その後、1990 年代には高齢化率が 12%に達したことを
受け、国も政策を大きく転換し、今までの施設介護か
ら在宅介護への移行を図るとともに、核家族に介護の
負担を過剰に負わせないようにすることを目的とし
て、2000 年に介護保険を施行。高齢者の介護を社会全
体で支え合う仕組みを創設しました。 
… 2000 年に施行されたこの介護保険制度は、まだ新
しい制度のため、実情に合わせることを目的に３年ご
とに見直しを行うこととなっています。来年度＝令和
３年度（2021 年度）は制度開始から８度目の見直し＝
第８期計画のスタートの年度となるため、国の介護報
酬改定の内容を受け、東大和市でも「東大和市高齢者
福祉計画・第８期介護保険事業計画」に合わせた介護
保険料の改訂を行うこととなります。 
…国（厚生労働省）は 2020 年 12 月に社会保障審議会・
介護給付費分科会を開き、2021 年度の改定率を   
＋0.70%（このうち 0.05％は新型コロナウイルス感染
症に対応するための特例的な評価）を決定。それを受
け、東大和市でも、東大和市介護保険運営協議会への
諮問やパブリックコメント、市民説明会を経て、第８
期の介護保険料の改訂内容（案）を決定しました。 
…このレポートの№378 で取り上げた国民健康保険税
の改訂も（案）でしたが、国民健康保険税の改訂も介
護保険料の改訂も２月２３日から開かれる市議会定例
会での審議と議決を経て、最終的な決定となります。  
■介護保険料は自治体ごとに異なる 
…ご存じの通り、介護保険は 40 歳以上の健康保険加入
者全員が必須で加入しなければならず（＝被保険者に
なる）、生涯に渡り保険料を支払うことになります。 
そして、介護サービスが必要な要支援や要介護の認定
を受けた場合には、被保険者は収入に応じた自己負担
割合で介護サービスが受けられるのですが、介護保険
サービスを利用してからも介護保険料の支払いは続
き、要介護になったからといって保険料支払いは免除
されません。 
…この介護保険サービス全体に必要な財源の50％は被
保険者が納める保険料で、残りの 50％は国が 25％、 
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都道府県と市区町村がそれぞれ 12.5％ずつ負担する
仕組みとなっています。この財源を活用して自治体
（≒東大和市）が介護サービス料の一部を負担するた
め、介護保険サービス利用者は利用料の１～3 割のみ
支払うだけですむというのが介護保険事業です。 
…介護保険の加入者については 65 歳以上の第 1 号被
保険者と、40 歳から 64 歳の第 2 号被保険者に区分さ
れています。現役世代である第２号被保険者と 65 歳
以上の第１号被保険者では、介護保険料の計算方法が
違います。現役世代の第 2 号被保険者で会社員など給
料をもらっている人の保険料は、健康保険料・厚生年
金保険料と同じように、標準報酬月額を使って計算さ
れますが、この標準報酬月額表は都道府県で異なると
ともに各健康保険組合でも異なります。なお介護保険
料も健康保険料・厚生年金保険料と同様に、原則、被
保険者と事業主が同額ずつ負担しています。また、自
営業等の国民健康保険（国保）に加入している現役世
代の人の場合は、所得や資産、家族の人数などに応じ
て世帯単位で介護保険料が決まりますが、その項目の
組み合わせや項目ごとの金額や割合（％）は、各自治
体が決めることとなっています。 
…一方、65 歳以上である第 1 号被保険者の介護保険
料は各自治体が決めるのですが、国が介護保険制度を
見直すのと同時に各自治体も3年ごとに介護サービス
に必要な給付額の見込を予算立てて改定することと
なっています。この各自治体が決めた予算を、前述の
負担割合、すなわち国が 25％、都道府県と市町村が
12.5％ずつ、被保険者が負担する 50％で分け、被保険
者負担の50％のうち27％を第2号被保険者の保険料、
残りの 23％を第 1 号被保険者の納める保険料でまか
なうこととなっていることを受けて、各被保険者の額
を計算。要するに、第 1 号被保険者の保険料基準額は
自治体（≒東大和市）が計画した介護サービスに必要
な給付額の年間予算額の 23％分をその自治体（≒東大
和市）に居住している第 1 号被保険者の総数で割った
金額となります。  
■東大和市の第８期の介護保険料は 
…このように、介護保険料は３年ごとに見直されると
ともに、自治体ごとに違いますが、来年度からの３年
間の東大和市の第８期の介護保険料の設定に対し、市
は、第８期の高齢者福祉計画と第８期介護保険事業計
画の取組に必要な『標準給付費見込額』（様々な介護
サービスに必要な給付費）と『地域支援事業費』（介
護が必要になるおそれがあると考えられる人に対す
る介護予防事業費）に加え、次の事項を踏まえて設定
したとのことです。     

 （裏面に続く） 



                                                                                                                                                                                                                    
                               

【介護保険の設定に影響を与える事項】 
 
①国の介護保険報酬の改定等の影響 
前述のとおり、国は昨年の１２月に改定率を+0.70％とするこ
とを決定している。 
 
②国の調整交付金 
国の負担となる調整交付金は、後期高齢者数の人口におけ
る割合等の係数から交付率が決定される。交付率が５％を
下回った場合、不足する部分については、第１号被保険者
（６５歳以上）の負担する介護保険料により補うことになってい
る。第８期の東大和市の交付割合は４．６２５％（近年３年の
平均）を見込んだ。 
 
③介護給付費等準備基金 

（≒介護保険事業のための市の貯金） 
介護保険の事業計画期間中に生じた剰余金（余ったお金）
は、市の介護給付費等準備基金に積み立てられている。令
和２年度末時点での残高は約 7 億５，６００万円を見込んで
おり、第８期の期間中（来年度からの３年間）では、このうち７
億円を取り崩して第１号被保険者（６５歳以上）の保険料軽
減を図る。 
 
④公費投入による保険料の軽減 
低所得者に関わる介護保険料の負担軽減を目的として、市
民税非課税世帯である被保険者を対象に、令和２年度に引
き続き、保険料基準額に対する負担割合の軽減を行う。 
 
⑤施設整備による影響 
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の整備について
は、今後の高齢者の増加状況を踏まえると、現段階では 100
床程度の規模の施設が必要と想定されるが、施設整備に要
する準備期間を考慮して、第９期（令和６年度＝2024 年度
から）に供用を開始することを予定し、第８期の介護保険料に
は介護老人福祉施設整備費は反映させない。一方、高齢者
ほっと支援センター（65 歳以上の在宅の高齢者及びその家
族の方等のさまざまな相談に専門職の相談員が応じ、支援
を行う施設）は、第８期の計画期間中に新たに１施設を整備
し、市全体で４施設体制を目指すため、これに要する地域支
援事業費（約 5,500 万円）は第８期の保険料に反映させる。  
■負担能力の段階を一つ増やして 
…自治体（≒東大和市）が計画している介護保険事業と
前述の様々な要素から導いた第 1 号被保険者（65 歳以
上）の保険料基準額ですが、対象者全員に対し一律で同
じ保険料にするというものではなく、対象者の所得によ
って負担割合を変えるために各自治体は介護保険料に
所得段階を設けています。介護保険料はこの所得基準を
段階ごとに保険料の率が設けられており、保険料基準額
にその率を掛け合わせて定額保険料を決定。国の指針
（介護保険法法施行令）では、基準額の 0.5 倍～1.7 倍
までの 9 段階が基本的な段階として示されていますが、
自治体は、この９段階を基本に国が決めた範囲内で実情
に合わせて段階を増やすこともできます。 
…東大和市では、現在の第７期では所得段階を１３段階
設定し低所得者に配慮していましたが、来年度から 

始まる第８期ではさらに１段階増やして１４段階の
所得段階を設定することとしました。 
…具体的には、第７期での最高段階である１３段階
（市民税課税で前年の合計所得金額が 1,000 万円以
上）の上に、1 段階（市民税課税で前年の合計所得金
額が 1,500 万円以上）を新設することに。これは、近
年、介護保険の財政状況が苦しくなっていることを受
けて、高額所得の方により保険料の負担を求めるとい
う全国的な流れを汲んでの対応です。 
…このような様々な要素を組み合わせた東大和市の
第 8期の第 1号被保険者保険料基準額は以下の金額と
なったとのことです。  
【東大和市の第８期介護保険基準額（第１号被保険者）】  
（年額）６３，６００円  ※第７期の年額は６２，４００円。 
月額にすると、第７期は５，２００円であるのに対し、第８期
は５，３００円で、月額では１００円値上げとなる。 
 
…一方で、所得が低い第 1 段階（世帯全員が市民税非
課税で、生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、ある
いは本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の
合計が 80 万円以下）、第 2 段階（世帯全員が市民税非
課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額
の合計が 120 万円以下）、第 3 段階（世帯全員が市民
税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収
入額の合計が 120 万円超）の方の介護保険料は、消費
税を財源として活用し、負担を抑えるとのこと。 
…さらに、第 1 段階と第 2 段階の保険料は令和 2 年度
と同額（値上げ改定はしない）とのことです。 
  
【東大和市第８期介護保険の所得段階の負担割合の幅】 
 
第１段階：基準額×0.301～第１４段階：基準額×2.528  
※月額では第１段階は１，６００円、 

第１４段階は１３，４００円と１１，８００円もの幅がある。    
■多摩２６市では低い方だが 
…月額１００円増額となった東大和市第８期介護保
険料基準額ですが、この保険料は多摩２６市の中でも
低額の方とのこと。現在の第７期の東大和市の基準額
は多摩２６市中、下から４番目に低い額とのことで、
来年度からの第８期については、各市の額はまだ把握
していないものの、東大和市の第８期の基準額につい
ても第７期と同水準の多摩２６市の中では低い設定
となる見込みとのことです。 
…多摩２６市の中では低い額となっている東大和市
の介護保険料ですが、今後、介護サービスのニーズが
高まることで介護保険料が高額になる可能性は大で
す。一方で介護保険料を活用して市は介護予防事業も
行っています。介護が必要になった時に必要なサービ
スを少ない負担額で受けられる体制はもちろん大切
ですが、介護サービスが必要のない元気な状態の方
が、ご本人もご家族も良いはず。市には今後さらに介
護予防事業を充実させていってほしいと思います。 
 

■ 連絡先  和地 ひとみ事務所   HP：http://www.wachi1103.jp 
wachi_hitomi@cocoa.ocn.ne.jp 【電話・ＦＡＸ】 042－516－8546  
〒207-0005 東大和市高木 3－274－2－102   
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